
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

当社は，証券取引所から求められている情報の適時開示を的確に実施するため，以下のとおり社内規程「インサイダ

ー取引防止および会社情報の開示規程」により重要事実の管理および開示に係る体制を定め，適切な運用に努めてお

ります。 

 

○重要事実に係る業務を所管する本店各部門の長，支店長，東京支社長または原子力発電所長を，当該情報に 

 係る「情報管理責任者」としております。また，当社の子会社に係る重要事実についての「情報管理責任者」は，

事業開発部長としております。ただし，当社子会社の北陸電力送配電株式会社については，本店各部門の長または

支社長を，当該情報に係る「情報管理責任者」としております。 

○当社の重要事実の適時開示に関する「情報取扱責任者」は，経理部長としております。 

○「情報管理責任者」は，当社の重要事実または重要事実に該当する可能性のある情報を得たときは，「情報取 

扱責任者」に当該情報の内容を速やかに連絡することとしております。 

○重要事実の公表は，「情報取扱責任者」が証券取引所の「有価証券上場規程」に従い適切に判断し，速やかに 

行うこととしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要事実および適時開示対象情報に関する社内体制フロー図 
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 当社のインサイダー情報・適時 

 開示対象情報（該当する可能性
 のある情報を含む）の連絡

報道機関 

地域共創部長 

公表時期の協議 

東京支社長，原子力発電所長

  

(情報管理責任者）
  

当社事業開発部長※ 

(子会社情報管理責任者) 

・付議 

本店主管部長，支店長， 

連絡 
当社株式売買 

社員等の 
照会 

解明 

※北陸電力送配電株式会社については，本店各部門の長または支社長

（株式売買等取扱責任者）


